
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ゲームセンター等に設置され、硬貨等の投入により使用者を含む被写体を撮影
し、撮影画像を写真プリント等として販売する写真自販機の写真撮影装置に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ゲームセンター等において、写真を撮影してシールプリント等にする写真自販機が
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少なくとも撮影手段を含む筐体を備えた写真撮影装置であって、上記撮影手段は、前面
部が、静止状態で配置されている表側部材と、その内側に回転可能な状態で配置された内
側部材との２重構造になっており、上記内側部材にカメラが固定されるとともに、上記内
側部材の軸心部であって表側部材側に露出するようカメラのレンズが配置され、上記内側
部材にモニタ画面を形成するモニタ装置が固定され、上記表側部材には、上記モニタ画面
を見せるための２つの開口窓が、上記内側部材の回転方向において９０度の位相角をもっ
て配置され、表側部材に設けられたカメラ回転ボタンの操作により、内側部材とカメラと
モニタ装置を一体として９０度回転させる回転駆動モータを備えていることを特徴とする
写真撮影装置。



数多く設置されている。このような写真自販機としては、一般に、図９に示すようなもの
が用いられている。このものは、筐体５２Ａの内部に、ほぼ４５°の角度をもってミラー
５３Ａが設けられている。このミラー５３Ａの奥に、被写体を撮影するカメラ５５Ａが設
けられ、ミラー５３Ａの下方には、上記カメラ５５Ａで撮影された画像を表示するモニタ
５６Ａが設けられている。一方、筐体５２Ａと対をなす形で撮影ブース５９Ａが配置され
、そこで被写体５４Ａが撮影される。図において５１Ａはコントローラ、５７Ａは写真プ
リント５８Ａを印刷するプリンタである。
【０００３】
上記写真自販機では、ミラー５３Ａを透してカメラ５５Ａで撮影された画像がモニタ５６
Ａに表示され、このモニタ５６Ａに表示された画像がミラー５３Ａに反射して被写体５４
Ａによって確認できるようになっている。そして、被写体は、モニタ５６Ａに映った自分
の姿を確認しながら所望のポーズをとり、好みのところでコントローラ５１Ａを操作して
静止画を撮影することが行われる。そして、この静止画は、適当なフレームや前景の画像
と合成されて写真プリント５８Ａとして印刷される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上述のような形式の写真撮影装置は、筐体５２Ａに対して撮影ブース５９Ａを付加的に組
合わせるという考え方で形成されている。このようなものであると、筐体５２Ａの前面が
撮影ブース５９Ａの１内壁を形成し、しかも、筐体の内部からカメラ５５Ａが動作するこ
ととなる。したがって、被写体５４Ａが活用できる撮影スペースは、筐体５２Ａの前側だ
けの限られた狭い領域となり、複数の被撮影者が好みのポーズを取るようなことが困難と
なる。
【０００５】
本発明は、このような事情に鑑みなされたもので、被写体が活用できる撮影スペースをよ
り広く、しかも多様性のある写真撮影装置の提供を目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明の写真撮影装置は、

ことを要旨とする。
【０００７】
　

【０００８】
　

筐体自体をできるだけコンパクトに構成し、それを撮影ブース内に持ち込んだよう
な状態となる。したがって、筐体の周辺に撮影スペースが十分な広さやスペース形状で確
保することができる。さらに、このようなスペース上の利点から、筐体に付与された機能
を撮影スペースとの有機的な関連において効果的に発揮させることができる。また、筐体
を撮影ブース内へ収容する態様であるから、筐体自体の外形デザインを機能性を向上させ
つつまとめることができる。
【０００９】
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少なくとも撮影手段を含む筐体を
備えた写真撮影装置であって、上記撮影手段は、前面部が、静止状態で配置されている表
側部材と、その内側に回転可能な状態で配置された内側部材との２重構造になっており、
上記内側部材にカメラが固定されるとともに、上記内側部材の軸心部であって表側部材側
に露出するようカメラのレンズが配置され、上記内側部材にモニタ画面を形成するモニタ
装置が固定され、上記表側部材には、上記モニタ画面を見せるための２つの開口窓が、上
記内側部材の回転方向において９０度の位相角をもって配置され、表側部材に設けられた
カメラ回転ボタンの操作により、内側部材とカメラとモニタ装置を一体として９０度回転
させる回転駆動モータを備えている

このため、いわゆるワンタッチのボタン操作で横長写真と縦長写真の撮影切換ができる
ので、簡単な操作で好みの写真形態がもとめられ、被写体にとって満足の行く写真が入手
できる。

本発明の写真撮影装置において、上記筐体が撮影ブース内に収容された形態で配置され
ているとともに、上記筐体の周辺には被写体のための撮影スペースが設けられている場合
には、



本発明の写真撮影装置において、上記筐体が可搬性のある状態で独立したユニットとして
形成されている場合には、撮影ブース内において好みの場所に筐体が配置できる。例えば
、筐体を撮影ブースの端部に寄せたりすることにより、撮影ブースに少しでも多くの被写
体が入って撮影をすることが可能となる。さらに、広い撮影スペースが必要とされる躍動
的なポーズを自由にとることが可能となり、写真の趣向が著しく拡大される。
【００１０】
一方、筐体は独立したユニットとして製作されるので、筐体だけをゲームセンターなどの
目的地へ運び、現地で撮影ブース内に収容することが簡単に行える。また、筐体をできる
だけ小型化しておくことにより、輸送し易くなり物流面で有利である。
【００１１】
本発明の写真撮影装置において、上記筐体を撮影ブースの中央奥側に配置することにより
、撮影ブース内には筐体の前側と両側に上記撮影スペースが形成される場合には、筐体が
撮影ブースの中央の奥まった箇所に位置することにより、筐体の左右両側および前側に撮
影スペースが確保できる。したがって、多数の被写体が本写真撮影装置を一時に利用でき
、また、躍動的なポーズを自由に取ることが可能となる。
【００１２】
本発明の写真撮影装置において、上記撮影手段が、筐体から撮影ブース内の空間に向かっ
て突出した状態で配置され、被写体を複数の撮影光軸で撮影しうる場合には、撮影光軸を
多角的に駆使することにより、筐体の前側や左右に確保された撮影スペースの全域にわた
って撮影が可能となる。
【００１３】
本発明の写真撮影装置において、上記撮影手段が、ほぼ鉛直方向の第１の軸と、ほぼ水平
方向の第２の軸と、上記第１の軸と上記第２の軸との両軸に対してほぼ直交する第３の軸
の各軸を中心にして回転しうるように支持されている場合には、撮影手段がいわゆるＸ，
Ｙ，Ｚの３軸を中心にした回転をするので、筐体の周辺に確保された撮影スペースに対し
て不足することなく自由自在に撮影光軸を仕向けることができる。
【００１４】
本発明の写真撮影装置において、上記撮影手段全体が上下方向に移動しうるように支持さ
れている場合には、上記の３次元的な撮影光軸の変化に加えて、撮影手段の高さが選べる
ので、より一層多様性に富んだ撮影が可能となる。
【００１５】
本発明の写真撮影装置において、上記第１の軸が撮影手段の１部を形成する支持ケースに
回転可能な状態で支持され、上記支持ケースに対してカメラを収容するカメラケースが上
記第３の軸を中心にして回転しうるように組合され、上記第１の軸に結合された支持部材
が上記第２の軸に結合され、しかも上記第２の軸が上下方向に移動しうるように支持され
ている場合には、カメラケースに収容されているカメラ自体は、上述のようないわゆるＸ
，Ｙ，Ｚの３軸を中心にして回転することができ、しかもカメラは上下方向に位置が変更
できるので、筐体の周辺に確保された撮影スペースに対して不足することなく自由自在に
撮影光軸を仕向けることができる。
【００１６】
本発明の写真撮影装置において、上記第２の軸を上下方向に移動させる移動機構が筐体ボ
ックスに収容されている場合には、機構類を覆い隠して外観的に良好な筐体がえられる。
さらに、上下方向の移動のための機構であるから、機構自体は上下方向のスペースが必要
であり、このようなスペース的事情に対するカバー部材としてスリムな筐体ボックスのデ
ザインが成立する。また、上記のスリムなデザインにより、筐体の占有空間を可及的に小
さくすることが可能となる。特に、上述の撮影手段を撮影ブース内の空間に向かって突出
させるためには、このスリムな筐体デザインが有効かつ重要となり、突出した撮影手段の
機能が如何なく発揮される。
【００１７】
本発明の写真撮影装置において、上記筐体ボックスの上側に上記移動機構が収容され、筐
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体ボックスの下側に少なくとも撮影画像の記憶等を行うコンピュータ装置が収容されてい
る場合には、上記機構部分とコンピュータ装置に代表される制御部分とが上下に分割した
態様で配置できるので、筐体ボックスの内部構造としてまとめ易くなる。換言すると、機
械構造的な部材と制御に必要なコンピュータ装置等の制御部材が混在しないことによる利
点である。同時に、このような分割配置により、生産面での分業化が行い易くなり、しか
も保守整備においても便利である。さらに、筐体ボックスの上側が上述のようにスリムな
形態となり、同ボックスの下側がコンピュータ装置やそれに接続されているコイン等処理
ユニットや磁気カード記録ユニット等の配置により上側よりも大きな形状となる。したが
って、アップライトな筐体の下側に大きな部分を配置し、上側に背の高い部分を配置して
、筐体の重心位置を低くして、安定性よく筐体を形成することができる。この点は、特に
、筐体にキャスターを取付けて移動可能にした場合に、移動安定性の面で有利である。
【００１８】
本発明の写真撮影装置において、上記撮影ブースの中央奥側に配置された上記筐体に対面
させて案内モニタが配置されている場合には、被写体の人々が撮影ブース内のどの位置か
らでも見ることができ、案内モニタにしたがったボタン操作等ができる。
【００１９】
本発明の写真撮影装置において、上記撮影ブースの中央奥側に配置された上記筐体に対面
させて出入口が設けられ、この出入口の上側に案内モニタが配置されている場合には、被
写体の人々が撮影ブース内のどの位置からでも見ることができ、同時に、入口から入って
上側後方を見上げれば直ちに案内モニタを視認することができて、便利である。特に、こ
のような箇所に案内モニタが配置されていることにより、筐体周辺の撮影スペース、換言
すると撮影空間が可及的に大きく確保できることとなり、大勢の被写体が撮影するときに
も不要なものが撮影されないという利点がある。
【００２０】
本発明の写真撮影装置において、上記撮影ブースの中央奥側に配置された上記筐体に対面
させて案内モニタが配置され、上記案内モニタの両側に操作手段が設けられている場合に
は、筐体と操作手段との相対位置が近い関係にあり、しかも複数の被写体が両方の操作手
段を操作できて、写真撮影装置の使い勝手が向上する。
【００２１】
本発明の写真撮影装置において、上記撮影ブースの中央奥側に配置された上記筐体に対面
させて出入口が設けられ、この出入口の両側に操作手段が設けられている場合には、筐体
と操作手段との相対位置が近い関係にあり、しかも複数の被写体が両方の操作手段を操作
できて、写真撮影装置の使い勝手が向上する。さらに、出入口の上側に案内モニタが配置
されている場合には、出入口の周辺を利用して案内モニタや操作手段が配置できて、配置
構造的にまとまりが向上する。
【００２２】
本発明の写真撮影装置において、上記撮影ブースの内壁に閃光照明装置が取付けられてい
る場合には、上記内壁からの閃光により、被写体が良好な照明を受けることとなり、質の
よい写真がえられる。
【００２３】
本発明の写真撮影装置において、上記閃光照明装置からの閃光が撮影ブースの内壁に向か
って照射される場合には、上記内壁で多角的に反射した光線により、被写体は間接照明的
な照明を受け、したがって、過度な影が顔や服装等にできることがなく、良質な写真がえ
られる。
【００２４】
また、上記目的を達成するため、本発明の写真撮影装置は、少なくとも撮影手段を含む筐
体を備えた写真撮影装置であって、筐体から突出した状態で撮影手段が設けられ、上記撮
影手段は、ほぼ鉛直方向の第１の軸と、ほぼ水平方向の第２の軸と、上記第１の軸と上記
第２の軸との両軸に対してほぼ直交する第３の軸の各軸を中心にして回転しうるように支
持されていることを要旨とする。
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【００２５】
上記のような挙動を撮影手段に可能ならしめることにより、撮影手段がいわゆるＸ，Ｙ，
Ｚの３軸を中心にした回転をするので、筐体の周辺に確保された撮影スペースに対して不
足することなく自由自在に撮影光軸を仕向けることができる。そして、このような有用性
を持った撮影手段は、多種多様に応用することができ、この種の写真撮影装置の分野にお
いて幅広く活用することができる。
【００２６】
本発明の写真撮影装置において、上記第１の軸が撮影手段の１部を形成する支持ケースに
回転可能な状態で支持され、上記支持ケースに対してカメラを収容するカメラケースが上
記第３の軸を中心にして回転しうるように組合され、上記第１の軸に結合された支持部材
が上記第２の軸に結合され、しかも上記第２の軸が上下方向に移動しうるように支持され
ている場合には、カメラケースに収容されているカメラ自体は、上述のようないわゆるＸ
，Ｙ，Ｚの３軸を中心にして回転することができ、しかもカメラは上下方向に位置が変更
できるので、筐体の周辺に確保された撮影スペースに対して不足することなく自由自在に
撮影光軸を仕向けることができる。
【００２７】
本発明の写真撮影装置において、上記支持ケースおよびカメラケースが、ほぼ円筒型の形
状とされている場合には、上記支持ケースをなす円筒部分とカメラケースをなす円筒部分
とを同軸の状態で接続することにより、全体として円筒形状を維持したままカメラケース
を上記第３の軸回りに回転させることが行い易くなる。
【００２８】
【発明の実施の形態】
つぎに、本発明の実施の形態を詳しく説明する。
【００２９】
図１～図９は、本発明の写真撮影装置の一実施の形態を示す。この装置は、ほぼ直方形の
空間からなる撮影ブース１の中に撮影手段等を備えた筐体２が収容された形態とされてい
る。
【００３０】
上記撮影ブース１は、平板状の壁材で作られており、前後の壁材４，５、左右の壁材６，
７と天井板８を組立てて構成されている。前側の壁材４にはその中央部に出入口９が設け
られ、図２の２点鎖線図示や図３，図６の実線図示のように、カーテン１０で外部と仕切
られている。出入口９の上側には支持板１１が配置され、その内側に案内モニタ１２が取
付けられている。なお、符号１３は、出入口９の左右に配置した支柱であり、撮影ブース
１の外観意匠を整える役割も果たしている。
【００３１】
上記筐体２は、縦長の筐体ボックス３に撮影手段，コンピュータ装置，コインセレクタ等
が装備されている。筐体ボックス３は、後述の移動機構等が収容された上側ボックス１４
と、やはり後述のコンピュータ装置等が収容された下側ボックス１５から構成されている
。
【００３２】
上側ボックス１４の前面には、上下方向の細長い開口１６があけられ、ここから支持アー
ム１７が突き出ている。この支持アーム１７は撮影手段を上下に移動させるために、昇降
可能とされている。すなわち、上側ボックス１４内に起立させたガイドポスト１８に摺動
可能な状態で支持筒１９が組合され、この支持筒１９に上記支持アーム１７がしっかりと
固定されている。ガイドポスト１８は支持筒１９内を貫通した状態とされ、昇降時の抵抗
をできるだけ小さくするために、図示していないが、ガイドポスト１８と支持筒１９との
間に鋼球が介在させてある。
【００３３】
撮影手段であるカメラＣはカメラケース２０内に収容されており、そのレンズ２１がカメ
ラケース２０の前面部２２に配置されている。一方、カメラケース２０に組合された支持
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ケース２３が設けられ、両ケース２０と２３は、ほぼ円筒型の形状とされ、カメラケース
２０の端部に形成した円周方向の溝２４の中に、支持ケース２３の端部に形成した内向き
のフランジ２５がはまり込んでいる。このはまり込みは、円筒型の両ケース２０，２３が
円筒の軸線を中心にして相対的に回転できるような嵌合度としてある。
【００３４】
上記支持ケース２３には上下に２本の軸２６，２７が回転可能な状態で支持され、円弧型
の支持部材２８の端部に両軸２６，２７が固定されている。両軸２６，２７は、ほぼ鉛直
方向に配置され「第１の軸」とされている。上記支持アーム１７には、回転可能な状態で
支持軸２９が支持され、その配置姿勢はほぼ水平方向とされ支持軸２９が「第２の軸」と
されている。そして、上記支持ケース２３に対するカメラケース２０の回転軸線は、上記
第１の軸と第２の軸の双方に対して直交した関係とされ、この直交した軸が「第３の軸」
とされている。なお、カメラケース２０の左右には突起状の取っ手３３，３３が固定され
、使用者はここを持ってカメラケース２０を回転させたり、上下移動を行う。
【００３５】
上記の回転動作の回転角度を選定することにより、カメラアングルに多様性を持たせるこ
とができる。すなわち、第１の軸回りと第２の軸回りの回転を３６０度可能にしておく。
これにより、カメラＣを第２の軸回り動作で下向きにしてから上方に移動させれば、被写
体を真上から撮影することができる。また、カメラＣを第２の軸回り動作で上向きにして
から下方に移動させれば、被写体を真下から撮影することができる。これらの動作に加え
て、第１の軸回り動作を複合させることにより、斜め下方向や斜め上方向のカメラアング
ルが実現する。以上のような回転角の設定により、写真撮影装置としての機能が大幅に拡
大できて、使用者の満足度が一層向上する。
【００３６】
上記の３軸回りの回転動作および上下移動は手動式であるが、これを電動モータ等の駆動
源を用いてスイッチ等の操作で行うことも可能である。
【００３７】
さらに、上記駆動源を採用する場合、１部の動きを手動式とし、他の動きを駆動源を用い
て行うような併用型にすることができる。この場合には、上記３軸回りの回転動作は比較
的軽い力でできるのでこれを手動式とし、上下移動はかなり重たいので駆動源を使って上
下させる。このように必要性の高い箇所に電動モータ等の駆動源を配置することにより、
操作性を高めて構造を簡素化するとともに原価的にも効果的となり、使用者のニーズに首
尾よく適合させることができる。
【００３８】
上記ガイドポスト１８は、その上下が上側ボックス１４と下側ボックス１５を形成する板
材に強固に固定されている。ガイドポスト１８の上部に滑車３０が固定され、これに掛け
渡したワイヤロープ３１の一端が支持筒１９に結合され、他端がウエイト３２に結合され
ている。こうすることによって、カメラケース２０を持ちあげる時の力を軽減している。
そして、開口１６の内側には蛇腹３４が取り付けられ、支持アーム１７の上下動に連動し
て伸縮し、上側ボックス１４の内部が見えないようになっている。
【００３９】
上記カメラケース２０の前面部２２には、被写体がとったポーズ等を写し出すモニタ画面
３５が配置されている。また、レンズ２１に併用されるフィルタ３６が鎖線図示のように
配置され、動作スイッチ３７を用いてフィルタ３６の開閉を行うようになっている。
【００４０】
上記の構造説明は、主として図４および図５（Ａ）にしたがったものであるが、図５（Ｂ
１），（Ｂ２），（Ｂ３）の変形例を説明する。これは、前面部が２重構造になっている
もので、符号２２Ａは静止状態で配置されている円形の表板であり、その内側に回転可能
な状態で円形の内板２２Ｂが配置されている。この内板２２Ｂの中心部にカメラＣが固定
され、表板２２Ａにレンズ２１が露出している。また、内板２２Ｂにはモニタ画面３５を
形成するモニタ装置３５Ａが固定されている。モニタ画面３５を見るために、表板２２Ａ
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に窓孔２２Ｃがここでは２つ開口させてある。２つの窓孔２２Ｃは、（Ｂ１）に示されて
いるように回転方向で９０度の位相角をもって配置されている。
【００４１】
内板２２Ｂを回転させるために、中空軸２２Ｄが内板２２Ｂに固定され、この軸２２Ｄは
表板２２Ａを貫通している。この中空軸２２Ｄの中にカメラＣのレンズ２１がはめ込んで
ある。
【００４２】
内板２２Ｂを回転駆動する方法はいろいろなものが採用できるが、ここでは歯車構造のタ
イプである。すなわち、内板２２Ｂにリング状の内歯歯車２２Ｅが固定され、それに駆動
歯車２２Ｆがかみ合っている。符号２２Ｇは駆動歯車２２Ｆを回す電動モータであり、静
止部材に固定されている。表板２２Ａに取付けられたカメラ回転ボタン３７Ａを押すと、
電動モータ２２Ｇが駆動されるように構成されている。また、シャッタボタン３７Ｂを押
すと、カメラＣのシャッタが動作するように構成されている。
【００４３】
（Ｂ１）は、横長画像の写真になるように上側の窓孔２２Ｃにモニタ画面３５が見えてい
る状態である。いま、カメラ回転ボタン３７Ａを押すと、内板２２ＢとカメラＣとモニタ
装置３５Ａが一体になって回転する。回転角が９０度になってカメラＣも９０度回転しモ
ニタ画面３５が下側の窓孔２２Ｃに合致すると、今度は縦長画像の写真になる。横長ある
いは縦長の好みの箇所でシャッタボタン３７Ｂを押して撮影を行う。このように、いわゆ
るワンタッチのボタン操作で横長写真と縦長写真の撮影切換ができるので、簡単な操作で
好みの写真形態がもとめられ、被写体にとって満足の行く写真が入手できる。
【００４４】
上記の９０度回転の動作は電動モータ２２Ｇを用いて行っているが、これにかえて上記内
板２２Ｂに結合されている取っ手を配置して、手動で９０度回転を行うことも可能である
。この手動方式の場合、カメラＣの上下移動はかなり重たいので駆動源を使って上下させ
る。このように必要性の高い箇所に電動モータ等の駆動源を配置することにより、操作性
を高めて構造を簡素化するとともに原価的にも効果的となり、使用者のニーズに首尾よく
適合させることができる。
【００４５】
上記筐体２の下側ボックス１５には、コンピュータ装置３８が配置されている。下側ボッ
クス１５の前面には磁気カード挿入口３９，コイン投入口４０，紙幣挿入口４１，返却口
４２，メモリカード差込口４３等があけられている。これらに対応する磁気カード記録ユ
ニット４４，コイン等処理ユニット４５等が下側ボックス１５の前面内側に配置されてい
る。これらのユニット等は図示のようにコンピュータ装置３８へ信号を投入したり、信号
を受け取ったりしてそれぞれの機能を果たしている。
【００４６】
レンズ２１をとおして把握された被写体Ｍの映像データは、コンピュータ装置３８で記憶
させるとともにリアルタイムでモニタ画面３５に写しだされる。これに際して必要とされ
る信号線は、外部から見えないように配線されている。そのためには種々な方法が採用で
きるが、ここでは信号線が軸２６，２７，支持部材２８，支持軸２９等の内部を通過させ
られている方式であり、コイル状の伸縮線４６を経てコンピュータ装置３８に接続されて
いる。伸縮線４６の下端は静止部材である固定具４７に結合されている。
【００４７】
上記案内モニタ１２の近傍にスピーカ４８が配置され、コンピュータ装置３８から動作信
号が案内モニタ１２とスピーカ４８に送られるようになっている。
【００４８】
図３に示されているように、操作内容の選択，カメラ移動，画面スクロール等を行う動作
スイッチ４９や上記動作のための決定・取消しボタン５０が出入口９の左右に配置されて
いる。また、これらのボタン４９，５０は筐体２や案内モニタ１２に近いことが便利であ
るので、出入口９の位置が変わった場合でも、案内モニタ１２の両側に配置することが便
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利である。なお、これらのボタン４９，５０は、筐体ボックス３の前面部、例えば、上側
ボックス１４の前面部に配置することも可能である。
【００４９】
筐体ボックス３は、ガイドポスト１８や支持筒１９等から構成された移動機構が上側ボッ
クス１４内に収容され、下側ボックス１５に上記のコンピュータ装置３８やそれに関連し
ているユニット類が収容されている。したがって、上下方向の長尺性がある移動機構が上
側ボックス１４内に収容されるために、上側ボックス１４はスリムな形態となる。また、
下側ボックス１５には上述のようなユニット等が収容されているので、平面的に見ると上
側ボックス１４よりも大きな形状となる。
【００５０】
筐体ボックス３を所望の位置に移動させるために、移動手段が下側ボックス１５の下側に
配置されている。それの具体的な構造にはいろいろなものが採用できるが、ここではキャ
スター５１が用いられている。このように移動可能な構造とする場合には、コイン等の盗
難防止を考慮して、出入口９の間口等を筐体ボックス３が通過できないように設定してお
くことが重要である。また、図示していないが、キャスター５１で所望の位置に筐体ボッ
クス３を移動させてから、固定する構造を設けておく。
【００５１】
図８に示されている場合は、筐体ボックス３が撮影ブース１の左端に寄せ付けられたもの
で、その右側には奥行きの深い撮影スペースが形成される。
【００５２】
図９は、照明手段を示している断面図であり、同図に示された閃光照明装置について説明
する。閃光照明装置全体は符号５２で示され、照明ボックス５３とその内部に配置される
ストロボ５４から構成されている。上記照明ボックス５３は、平たくて四角い不透明のカ
バー板５５と、その上下に結合された透光板５６と、カバー板５５の内面に固定されたス
トロボ５４等によって構成されている。この透光板５６は、カバー板５５の上下の辺に結
合され、ストロボ５４からの閃光が撮影ブース１を形成する内面に向かって照射され易く
するために、傾斜した状態で配置されている。そして、透光板５６は、例えば、透明また
は半透明の合成樹脂製の板で作られている。
【００５３】
上記透光板５６からの閃光は、壁材４に直交している隣接した他の面、すなわち天井板８
の内面や床面５７に向かって照射される。この閃光は、天井板８の内面や床面５７で拡散
される。閃光を反射し易い白色あるいはアイボリーホワイトのように明るい表面色の面で
閃光を反射・拡散させるのが照明効果を高めるのに有利である。このように隣接した直交
壁面に閃光を照射する構造が撮影ブース１内の複数箇所に配置されていることにより、図
９に示されたような多数の反射光が被写体Ｍに照射され、被写体には影のない、あるいは
影があっても気にならないような閃光照明が施される。
【００５４】
以上に説明した撮影ブース１とその中に収容された筐体ボックス３は、機能的には撮影だ
けを行う形式とされている。したがって、図７に示されているように、編集を行うための
手段が組合されている。
【００５５】
編集作業のための編集ブースは符号５８で示され、サーバ５９を介して編集用のコンピュ
ータ装置６０が撮影用のコンピュータ装置３８に接続されている。編集ブース５８には、
上記磁気カードの読取装置６１，編集用のディスプレイ６２とそのタッチペン６３，プリ
ンタ６４，プリンタ６４に内蔵されたカッタ６５等が配置され、また、符号６６はプリン
タ６４から出てきた印刷媒体である。なお、符号６７はスピーカである。
【００５６】
以上に説明した撮影ブース１と編集ブース５８における動作を説明する。
【００５７】
被撮影者である被写体Ｍが撮影ブース１内に入り、まず、所定額のコインをコイン投入口
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４０に入れ、ここでコインがチェックされ金額等が正常であるかどうかが判定される。こ
れによって、使用可能となったコンピュータ装置３８からの信号を受けて案内モニタ１２
に操作手順が表示され、被写体Ｍはこの手順にしたがって動作スイッチ４９を選択して押
し、決定・取消しボタン５０で次への進行を指示することにより、各種の操作信号がコン
ピュータ装置３８に送られる。この操作の途上で、被写体Ｍは自己の画像をモニタ画面３
５で確認しながら気に入った画像になったタイミングでシャッタ操作を行う。このような
撮影は種々なポーズに応じて複数回にわたって行われる。
【００５８】
上記シャッタ操作で撮影された複数の画像データは、全てコンピュータ装置３８を経てサ
ーバ５９に格納される。このとき、各撮影画像の画像データにそれぞれ撮影画像番号等が
割当てられ、各画像データは、上記撮影画像番号等と関連付けた形でサーバ５９に格納さ
れる。そして、撮影画数が所定の数量になったときには、撮影画像番号等の信号がコンピ
ュータ装置３８から磁気カード記録ユニット４４へ送られており、被写体Ｍは撮影画像番
号等が記録された磁気カードを同ユニット４４から受領する。
【００５９】
ついで、被写体Ｍは編集ブース５８に入り、上記の磁気カードを読取装置６１にセットし
、編集用のディスプレイ６２にタッチペン６３を用いて撮影画像番号等を打込んだりする
ことにより、上記サーバ５９に格納された画像データを編集用のコンピュータ装置６０に
読み出して、ディスプレイ６２に表示する。そして、被写体Ｍは、ディスプレイ６２に表
示された撮影画像を吟味して、気に入った撮影画像を選定し、編集作業を行う。
【００６０】
この編集作業は、例えば、上記タッチペン６３を用いて行われ、タッチペン６３の先端を
ディスプレイ６２の表面に接触させて文字や図形等を描いて入力しうるようになっており
、手書き入力された文字・図形等の画像データやスタンプ画像等を、上記の撮影画像にコ
ンピュータ装置６０で合成する。この合成された画像をディスプレイ６２に表示させ、最
終的に確認してからこの合成画像をプリンタ６４で印刷して、編集ブース５８での作業が
完了する。
【００６１】
上述のように図７は、撮影ブース１と編集ブース５８とが分離した形態であるが、本発明
を実施しその利点を享受するに当たっては、上記両ブース１，５８を一体化して撮影と編
集および印刷を同一筐体で行う形態にしても、何ら変わるところはない。それを簡略的に
示したのが図１０である。ここでは、筐体２において編集作業ができるようにしてあり、
ディスプレイ６２とタッチペン６３が上側ボックス１４に配設してある。また、コンピュ
ータ装置３８は撮影と編集の両方を担うことのできるものとされ、プリンタ６４もコンピ
ュータ装置３８と同様に下側ボックス１５内に収容されている。
【００６２】
第１の実施の形態は、主として図１～図６までに示されているように、少なくともカメラ
Ｃを備えた筐体２と、被写体Ｍが撮影される撮影ブース１とが対をなしている写真撮影装
置であって、上記筐体２が撮影ブース１内に収容された形態で配置されているとともに、
上記筐体２の周辺には被写体のための撮影スペースが設けられている。
【００６３】
このため、筐体２、すなわち筐体ボックス３自体をできるだけコンパクトに構成し、それ
を撮影ブース１内に持ち込んだような状態となる。したがって、筐体２の周辺に撮影スペ
ースが十分な広さやスペース形状で確保することができる。さらに、このようなスペース
上の利点から、筐体２に付与された機能を撮影スペースとの有機的な関連において効果的
に発揮させることができる。また、筐体２を撮影ブース１内へ収容する態様であるから、
筐体２自体の外形デザインを機能性を向上させつつまとめることができる。
【００６４】
第２の実施の形態は、上記筐体２が可搬性のある状態で独立したユニットとして形成され
ている場合である。それ以外は、上記実施の形態と同様であり、同様の部分には同じ符号
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を付している。
【００６５】
撮影ブース１内において被写体Ｍの好みの場所に筐体２が配置できる。例えば、図８に示
したように筐体２を撮影ブース１の端部に寄せたりすることにより、撮影ブース１に少し
でも多くの被写体が入って撮影をすることが可能となる。さらに、広い撮影スペースが必
要とされる躍動的なポーズを自由にとることが可能となり、写真の趣向が著しく拡大され
る。
【００６６】
一方、筐体２は独立したユニットとして製作されるので、筐体２だけをゲームセンターな
どの目的地へ運び、現地で撮影ブース１内に収容することが簡単に行える。また、筐体２
をできるだけ小型化しておくことにより、輸送し易くなり物流面で有利である。それ以外
は、上記実施の形態と同様の作用効果を奏する。
【００６７】
第３の実施の形態は、上記筐体２を撮影ブース１の中央奥側に配置することにより、撮影
ブース 1内には筐体の前側と両側に上記撮影スペースが形成される場合である。それ以外
は、上記各実施の形態と同様であり、同様の部分には同じ符号を付している。
【００６８】
筐体２が撮影ブース１の中央の奥まった箇所に位置することにより、筐体２の左右両側お
よび前側に撮影スペースが確保できる。したがって、多数の被写体Ｍが本写真撮影装置を
一時に利用でき、また、躍動的なポーズを自由に取ることが可能となる。それ以外は、上
記各実施の形態と同様の作用効果を奏する。
【００６９】
第４の実施の形態は、上記撮影手段が、筐体２の上側ボックス１４から撮影ブース１内の
空間に向かって突出した状態で配置され、被写体Ｍを複数の撮影光軸で撮影しうる場合で
ある。それ以外は、上記各実施の形態と同様であり、同様の部分には同じ符号を付してい
る。
【００７０】
撮影光軸を多角的に駆使することにより、筐体２の前側や左右に確保された撮影スペース
の全域にわたって撮影が可能となる。それ以外は、上記各実施の形態と同様の作用効果を
奏する。また、筐体２を平面的に上から見ると、上側ボックス１４の断面積は小さく、下
側ボックス１５の断面積は大きくなっている。このように断面積の小さな上側ボックス１
４に突起物であるカメラＣを配置することによって、カメラＣの突出状態を実質的に小さ
くして、筐体２としてのまとまりが良好となる。
【００７１】
第５の実施の形態は、上記撮影手段が、ほぼ鉛直方向に配置された軸２６，２７で形成さ
れた第１の軸と、ほぼ水平方向の支持軸２９で形成された第２の軸と、上記第１の軸と上
記第２の軸との両軸に対してほぼ直交する第３の軸の各軸を中心にして回転しうるように
支持されている場合である。第３の軸はカメラケース２０が支持ケース２３に対して回転
する際の回転軸線である。それ以外は、上記各実施の形態と同様であり、同様の部分には
同じ符号を付している。
【００７２】
撮影手段がいわゆるＸ，Ｙ，Ｚの３軸を中心にした回転をするので、筐体２の周辺に確保
された撮影スペースに対して不足することなく自由自在に撮影光軸を仕向けることができ
る。それ以外は、上記各実施の形態と同様の作用効果を奏する。
【００７３】
第６の実施の形態は、上記撮影手段全体が上下方向に移動しうるように支持されている場
合である。これは、主としてガイドポスト１８と支持筒１９で構成された移動機構により
実現される。それ以外は、上記各実施の形態と同様であり、同様の部分には同じ符号を付
している。
【００７４】

10

20

30

40

50

(10) JP 4012402 B2 2007.11.21



上記の３次元的な撮影光軸の変化に加えて、撮影手段の高さが選べるので、より一層多様
性に富んだ撮影が可能となる。それ以外は、上記各実施の形態と同様の作用効果を奏する
。
【００７５】
第７の実施の形態は、上記第１の軸が撮影手段の１部を形成する支持ケース２３に回転可
能な状態で支持され、上記支持ケース２３に対してカメラＣを収容するカメラケース２０
が上記第３の軸を中心にして回転しうるように組合され、上記第１の軸に結合された支持
部材２８が上記第２の軸に結合され、しかも上記第２の軸が上下方向に移動しうるように
支持されている場合である。それ以外は、上記各実施の形態と同様であり、同様の部分に
は同じ符号を付している。
【００７６】
カメラケース２０に収容されているカメラＣ自体は、上述のようないわゆるＸ，Ｙ，Ｚの
３軸を中心にして回転することができ、しかもカメラＣは上下方向に位置が変更できるの
で、筐体２の周辺に確保された撮影スペースに対して不足することなく自由自在に撮影光
軸を仕向けることができる。それ以外は、上記各実施の形態と同様の作用効果を奏する。
【００７７】
第８の実施の形態は、上記第２の軸を上下方向に移動させる移動機構が筐体ボックス３に
収容されている場合である。上記移動機構は、主としてガイドポスト１８と支持筒１９で
構成されている。また、上側ボックス１４の前面に形成した開口１６に蛇腹３４が取付け
てある。それ以外は、上記各実施の形態と同様であり、同様の部分には同じ符号を付して
いる。
【００７８】
上記移動機構等の機構類を覆い隠して外観的に良好な筐体２がえられる。さらに、上下方
向の移動のための機構であるから、機構自体は上下方向のスペースが必要であり、このよ
うなスペース的事情に対するカバー部材としてスリムな筐体ボックス３のデザインが成立
する。また、上記のスリムなデザインにより、筐体２の占有空間を可及的に小さくするこ
とが可能となる。特に、上述の撮影手段を撮影ブース１内の空間に向かって突出させるた
めには、このスリムな筐体デザインが有効かつ重要となり、突出した撮影手段の機能が如
何なく発揮される。それ以外は、上記各実施の形態と同様の作用効果を奏する。
【００７９】
第９の実施の形態は、上記筐体ボックス３の上側に上記移動機構が収容され、筐体ボック
ス３の下側に少なくとも撮影画像の記憶等を行うコンピュータ装置３８が収容されている
場合である。このために筐体ボックス３を上側ボックス１４と下側ボックス１５に分割し
ている。それ以外は、上記各実施の形態と同様であり、同様の部分には同じ符号を付して
いる。
【００８０】
上記機構部分とコンピュータ装置３８に代表される制御部分とが上下に分割した態様で配
置できるので、筐体ボックス３の内部構造としてまとめ易くなる。換言すると、機械構造
的な部材と制御に必要なコンピュータ装置等の制御部材が混在しないことによる利点であ
る。同時に、このような分割配置により、生産面での分業化が行い易くなり、しかも保守
整備においても便利である。さらに、筐体ボックス３の上側が上述のようにスリムな形態
となり、同ボックスの下側がコンピュータ装置３８やそれに接続されているコイン等処理
ユニット４５や磁気カード記録ユニット４４等の配置により上側よりも大きな形状となる
。したがって、アップライトな筐体２の下側に大きな部分を配置し、上側に背の高い部分
を配置して、筐体の重心位置を低くして、安定性よく筐体２を形成することができる。こ
の点は、特に、筐体２にキャスター５１を取付けて移動可能にした場合に、移動安定性の
面で有利である。それ以外は、上記各実施の形態と同様の作用効果を奏する。
【００８１】
第１０の実施の形態は、上記撮影ブース１の中央奥側に配置された上記筐体２に対面させ
て案内モニタ１２が配置されている場合である。それ以外は、上記各実施の形態と同様で
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あり、同様の部分には同じ符号を付している。
【００８２】
被写体Ｍの人々が撮影ブース１内のどの位置からでも見ることができ、案内モニタ１２に
したがったボタン操作等ができる。それ以外は、上記各実施の形態と同様の作用効果を奏
する。
【００８３】
第１１の実施の形態は、上記撮影ブース１の中央奥側に配置された上記筐体２に対面させ
て出入口９が設けられ、この出入口９の上側に案内モニタ１２が配置されている場合であ
る。このために、出入口９の上側に支持板１１が設けられている。それ以外は、上記各実
施の形態と同様であり、同様の部分には同じ符号を付している。
【００８４】
被写体Ｍの人々が撮影ブース１内のどの位置からでも見ることができ、同時に、入口９か
ら入って上側後方を見上げれば直ちに案内モニタ１２を視認することができて、便利であ
る。特に、このような箇所に案内モニタ１２が配置されていることにより、筐体２周辺の
撮影スペース、換言すると撮影空間が可及的に大きく確保できることとなり、大勢の被写
体Ｍが撮影するときにも不要なものが撮影されないという利点がある。それ以外は、上記
各実施の形態と同様の作用効果を奏する。
【００８５】
第１２の実施の形態は、上記撮影ブース１の中央奥側に配置された上記筐体２に対面させ
て案内モニタ１２が配置され、上記案内モニタ１２の両側に操作手段である動作スイッチ
４９や決定・取消しボタン５０が設けられている場合である。それ以外は、上記各実施の
形態と同様であり、同様の部分には同じ符号を付している。
【００８６】
筐体２と操作手段との相対位置が近い関係にあり、しかも複数の被写体Ｍが両方の操作手
段を操作できて、写真撮影装置の使い勝手が向上する。それ以外は、上記各実施の形態と
同様の作用効果を奏する。
【００８７】
第１３の実施の形態は、上記撮影ブース１の中央奥側に配置された上記筐体２に対面させ
て出入口９が設けられ、この出入口９の両側に操作手段である動作スイッチ４９や決定・
取消しボタン５０が設けられている場合である。それ以外は、上記各実施の形態と同様で
あり、同様の部分には同じ符号を付している。
【００８８】
筐体２と操作手段との相対位置が近い関係にあり、しかも複数の被写体Ｍが両方の操作手
段を操作できて、写真撮影装置の使い勝手が向上する。さらに、出入口９の上側に案内モ
ニタ１２が配置されている場合には、出入口９の周辺を利用して案内モニタ１２や操作手
段が配置できて、配置構造的にまとまりが向上する。それ以外は、上記各実施の形態と同
様の作用効果を奏する。
【００８９】
第１４の実施の形態は、上記撮影ブース１の内壁に閃光照明装置５２が取付けられている
場合である。それ以外は、上記各実施の形態と同様であり、同様の部分には同じ符号を付
している。
【００９０】
上記内壁からの閃光により、被写体Ｍが良好な照明を受けることとなり、質のよい写真が
えられる。なお、図１から明らかなように、２つの閃光照明装置５２の間に筐体２が配置
されることにより、撮影ブース１内のまとまりがコンパクトになる。それ以外は、上記各
実施の形態と同様の作用効果を奏する。
【００９１】
第１５の実施の形態は、上記閃光照明装置５２からの閃光が撮影ブース１の内壁に向かっ
て照射される場合である。それ以外は、上記各実施の形態と同様であり、同様の部分には
同じ符号を付している。
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【００９２】
上記内壁で多角的に反射した光線により、被写体Ｍは間接照明的な照明を受け、したがっ
て、過度な影が顔や服装等にできることがなく、良質な写真がえられる。それ以外は、上
記各実施の形態と同様の作用効果を奏する。
【００９３】
また、他の実施の形態は、少なくともカメラＣを含む筐体２を備えた写真撮影装置であっ
て、筐体２から突出した状態でカメラＣが設けられ、上記カメラＣは、ほぼ鉛直方向に配
置された軸２６，２７で形成された第１の軸と、ほぼ水平方向の支持軸２９で形成された
第２の軸と、上記第１の軸と上記第２の軸との両軸に対してほぼ直交する第３の軸の各軸
を中心にして回転しうるように支持されている場合である。
【００９４】
上記のような挙動をカメラＣに可能ならしめることにより、カメラＣがいわゆるＸ，Ｙ，
Ｚの３軸を中心にした回転をするので、筐体２の周辺に確保された撮影スペースに対して
不足することなく自由自在に撮影光軸を仕向けることができる。そして、このような有用
性を持った撮影手段は、多種多様に応用することができ、この種の写真撮影装置の分野に
おいて幅広く活用することができる。
【００９５】
さらに次の実施の形態は、上記第１の軸が撮影手段の１部を形成する支持ケース２３に回
転可能な状態で支持され、上記支持ケース２３に対してカメラを収容するカメラケース２
０が上記第３の軸を中心にして回転しうるように組合され、上記第１の軸に結合された支
持部材２８が上記第２の軸に結合され、しかも上記第２の軸が上下方向に移動しうるよう
に支持されている場合である。それ以外は、上記実施の形態と同様であり、同様の部分に
は同じ符号を付している。
【００９６】
カメラケース２０に収容されているカメラ自体は、上述のようないわゆるＸ，Ｙ，Ｚの３
軸を中心にして回転することができ、しかもカメラは上下方向に位置が変更できるので、
筐体２の周辺に確保された撮影スペースに対して不足することなく自由自在に撮影光軸を
仕向けることができる。それ以外は、上記実施の形態と同様の作用効果を奏する。
【００９７】
さらに次の実施の形態は、上記支持ケース２３およびカメラケース２０が、ほぼ円筒型の
形状とされている場合である。また、カメラケース２０の溝２４に支持ケース２３のフラ
ンジ２５を嵌合している。それ以外は、上記各実施の形態と同様であり、同様の部分には
同じ符号を付している。
【００９８】
上記支持ケース２３をなす円筒部分とカメラケース２０をなす円筒部分とを同軸の状態で
接続することにより、全体として円筒形状を維持したままカメラケース２０を上記第３の
軸回りに回転させることが行い易くなる。また、上記のような溝２４とフランジ２５との
組合わせにより、いわばリング状の軸構造がえられ、支持ケース２３やカメラケース２０
の内部空間が損なわれることなく、軸２６，２７やカメラの配置等にとって好都合である
。さらに、図１や図２から明らかなように、支持ケース２３の左側はほぼ球形とされ、ま
た、支持部材２８が円弧型とされていることにより、支持ケース２３と支持部材２８との
干渉を防止することができる。それ以外は、上記各実施の形態と同様の作用効果を奏する
。
【００９９】
【発明の効果】
　以上のように、本発明の写真撮影装置によれば、

【０１００】
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いわゆるワンタッチのボタン操作で横
長写真と縦長写真の撮影切換ができるので、簡単な操作で好みの写真形態がもとめられ、
被写体にとって満足の行く写真が入手できる。

また、上記筐体が撮影ブース内に収容された形態で配置されているとともに、上記筐体



さ
らに、上記筐体が可搬性のある状態で独立したユニットとして形成されていることにより
、撮影ブース内において被写体の好みの場所に筐体が配置できる。例えば、筐体を撮影ブ
ースの端部に寄せたりすることにより、撮影ブースに少しでも多くの被写体が入って撮影
をすることが可能となる。さらに、広い撮影スペースが必要とされる躍動的なポーズを自
由にとることが可能となり、写真の趣向が著しく拡大される。
【０１０１】
一方、筐体は独立したユニットとして製作されるので、筐体だけをゲームセンターなどの
目的地へ運び、現地で撮影ブース内に収容することが簡単に行える。また、筐体をできる
だけ小型化しておくことにより、輸送し易くなり物流面で有利である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態の写真撮影装置を示す断面図である。
【図２】本発明の写真撮影装置を示す正面図である。
【図３】本発明の写真撮影装置を内側から見た内面図である。
【図４】本発明の写真撮影装置の断面図である。
【図５】図４の〔５Ａ〕－〔５Ａ〕断面図および他の変形例を示す図である。
【図６】図１の〔６〕－〔６〕断面図である。
【図７】本発明の写真撮影装置を全体的に示す側面図である。
【図８】本発明の写真撮影装置の断面図である。
【図９】図１の〔９〕－〔９〕断面図と照明ボックスの斜視図である。
【図１０】他の実施の形態を示す正面図である。
【図１１】従来例を示す断面図である。
【符号の説明】
Ｍ　　　被写体
１　　　撮影ブース
２　　　筐体
３　　　筐体ボックス
４　　　壁材
５　　　壁材
６　　　壁材
７　　　壁材
８　　　天井板
９　　　出入口
１０　　カーテン
１１　　支持板
１２　　案内モニタ
１３　　支柱
１４　　上側ボックス
１５　　下側ボックス
１６　　開口
１７　　支持アーム
１８　　ガイドポスト
１９　　支持筒
Ｃ　　　カメラ
２０　　カメラケース
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の周辺には被写体のための撮影スペースが設けられているので、筐体自体をできるだけコ
ンパクトに構成し、それを撮影ブース内に持ち込んだような状態となる。したがって、筐
体の周辺に撮影スペースが十分な広さやスペース形状で確保することができる。さらに、
このようなスペース上の利点から、筐体に付与された機能を撮影スペースとの有機的な関
連において効果的に発揮させることができる。また、筐体を撮影ブース内へ収容する態様
であるから、筐体自体の外形デザインを機能性を向上させつつまとめることができる。



２１　　レンズ
２２　　前面部
２２Ａ　表板
２２Ｂ　内板
２２Ｃ　窓孔
２２Ｄ　中空軸
２２Ｅ　内歯歯車
２２Ｆ　駆動歯車
２２Ｇ　電動モータ
２３　　支持ケース
２４　　溝
２５　　フランジ
２６　　軸
２７　　軸
２８　　支持部材
２９　　支持軸
３０　　滑車
３１　　ワイヤロープ
３２　　ウエイト
３３　　取っ手
３４　　蛇腹
３５　　モニタ画面
３５Ａ　モニタ装置
３６　　フィルタ
３７　　動作スイッチ
３７Ａ　カメラ回転ボタン
３７Ｂ　シャッタボタン
３８　　コンピュータ装置
３９　　磁気カード挿入口
４０　　コイン投入口
４１　　紙幣挿入口
４２　　返却口
４３　　メモリカード差込口
４４　　磁気カード記録ユニット
４５　　コイン等処理ユニット
４６　　伸縮線
４７　　固定具
４８　　スピーカ
４９　　動作スイッチ
５０　　決定・取消しボタン
５１　　キャスター
５２　　閃光照明装置
５３　　照明ボックス
５４　　ストロボ
５５　　カバー板
５６　　透光板
５７　　床面
５８　　編集ブース
５９　　サーバ
６０　　編集用のコンピュータ装置
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６１　　読取装置
６２　　編集用のディスプレイ
６３　　タッチペン
６４　　プリンタ
６５　　カッタ
６６　　印刷媒体
６７　　スピーカ

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

(17) JP 4012402 B2 2007.11.21



【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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